
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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2510 日

市は、第8回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭および第62回相馬地方植樹祭を開催しました。

今年は、新型コロナウイルス感染症の関係から、参加者を市民に限定しての開催となったに

もかかわらず、好天の下、約200人の市民に参加いただきました。

今回植樹した苗木が、将来ふるさとを守る「森の防潮堤」となってくれることを祈ります。

浜通り×さんじょうライフvol.4732
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令和3年南相馬市成人式

11月1日HP更新

【重要】

新型コロナウイルス感染症に係る今後の動向や対応方針により、開催を中止する可能性が

あることをご了承ください。

新成人の輝かしい門出と前途を祝して、令和3年（令和2年度）南相馬市成人式につい

ては、新しい生活様式を踏まえ新型コロナウイルスの感染予防対策を講じて開催します。

8月に南相馬市に住民登録がある方には案内状を送付していますが、成人式へ出席を予

定していて、まだハガキが届いていない方、市外の方、また出席を希望する方は申し込み

をしてください。

とき

令和3年1月10日（日） 午後1時（受け付け 正午）

ところ

南相馬市民文化会館 「ゆめはっと」大ホール

対象

平成12年4月2日から平成13年4月1日に生まれた方

申し込みが必要な方

案内状が届いていない、または市外に住民登録している方（住民票を移した方）

詳細

令和3年南相馬市成人式のご案内

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/14/20201014_6y791.pdf

令和3年南相馬市成人式会場案内図

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/14/20201014_t9iun.pdf

南相馬市からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.473
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記念写真の販売方法について

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/14/20201014_4j3vj.pdf

申込書設置場所

生涯学習課（市役所東庁舎2階）

各生涯学習センター

市民課総合案内窓口

各区役所市民総合サービス課

申込方法

市ホームページ申込フォーム

窓口（生涯学習課、各生涯学習センター）

ファクス

令和3年南相馬市成人式参加申込入力フォーム

http://www.city.minamisoma.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/70?page_no=12570

申込期限

12月21日（月）

入場券

11月末までに申し込みした出席予定者には、12月中旬以降順次入場券を送付します。

令和3年1月6日を過ぎても入場券が届かない人は、生涯学習課にご連絡ください。

入場券は受け付け時に必要になりますので、成人式当日はご持参ください。

事前準備

新型コロナウイルス感染確認アプリ(COCOA)を、事前(2週間以上前)にインストール

してください。

新型コロナウイルス接触確認アプリチラシ

https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/14/20201014_0t165.pdf

体調観察と朝の検温を実施してください。

成人式開催2週間前からは、感染リスクの高い行動を避けてください。

浜通り×さんじょうライフvol.4734

次ページへ続きます
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新成人の皆様へお願い
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成人式当日

入館時にはマスクを着用してください。

入場受け付けなどで列に並ぶときは、前後の人と間隔を空けて並んでください。

出入口に消毒液を準備しています。手指の消毒にご協力ください。

係員の誘導に従い、速やかに着席してください。

ゆめはっと入口で検温を実施していますのでご協力ください。

37.5℃以上の方は入館できません。

その他

記念写真は2,000円（税込）で販売をします。

会場内に家族席は用意していません。

式典のライブ中継を予定しています。

式典当日は新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施しています。

ご家族の大ホールならびに2階ロビーへの入場は遠慮いただいています。

【問い合わせ】

南相馬市教育委員会 生涯学習課 成人式担当

0244-24-5249

0244-23-3013

TEL

FAX

今週の番組 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 生涯学習チャンネル～絵手紙を描いてみよう～ [24分]

3. 第14回南相馬市民俗芸能発表会“馬場のおいとこ踊”[10分]

4. 第33回野馬追の里健康マラソン大会・第15回ウォーキング大会

オンライン参加者募集 [6分]

5. 南相馬市消費喚起応援事業 [3分]

6. 月刊図書館通信11月号 [5分]

7. もしもの時のヒーローに！消防団員募集 [8分]

8. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [10/30～11/6]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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町営住宅の入居者を募集します（募集期間：11月11日～25日）

11月1日HP更新

次ページへ続きます

町では、町営住宅の空き住戸について入居希望者の募集をしています。町営住宅への入

居を希望する方は、各住宅の募集要綱（詳しい資料）を確認の上、申し込み手続きをして

ください。

募集期間

11月11日(水)～25日(水) ※消印有効

応募方法

※ 募集要項（詳しい資料）で詳細を確認の上お申し込みください。

◎ 申込書の入手方法

・浪江町ホームページから申込書をダウンロード

・住宅水道課住宅係(本庁舎)、または生活支援課避難生活支援係(二本松事務所)の窓口

・住宅水道課住宅係（ 0240-34-0232）に連絡の上郵送で取り寄せ

◎ 記入例を参考に申込書を作成し、添付書類を添えて、

住宅水道課住宅係(本庁舎)、または生活支援課住宅支援係(二本松事務所)に提出

※ 郵送で申し込む場合は、

浪江町役場住宅水道課住宅係

（〒979-1592 双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2）までお送りください。

募集する住宅

※ 想定家賃は、低所得者など特に配慮が必要な世帯向けの減額措置を行った後の家賃を

記載しています。

※ どちらの住宅も一定のルールを守っていただくことによりペットの飼育を可能として

います。

TEL

分類 住宅名称 住宅分類 募集住宅概要 入居予定時期 想定家賃

A
幾世橋
集合住宅

浪江町福島再生
賃貸住宅

鉄筋コンクリート造
5階集合
1LDK 56.7㎡
(車椅子2戸)
(高齢者3戸)

令和3年1月予定
1LDK：
9,900円～52,600円

B
請戸
住宅団地

浪江町
災害公営住宅

木造平屋戸建
2LDK74㎡(8戸)
3LDK84㎡(3戸)

令和3年1月予定

2LDK：
6,100円～52,900円
3LDK：
6,900円～60,100円

浪江町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.4736
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募集対象

申し込みに際して注意事項

◎ 各住宅、それぞれに同時に申し込むことはできません。

◎ 募集住戸に対し申込者が超過した場合には、募集期間終了後、抽選で入居者を決定し

ます。

◎ 「町営住宅入居辞退届」を提出することで、申し込み後に辞退することができます。

（入居後は退去手続きを取っていただくことになります）

ただし、申し込み後はなるべく辞退されないようよく検討の上お申し込みください。

◎ 正式な入居手続きの中で、応募要件を満たしていないことが明らかとなった場合、入

居は取り消しとなります。

◎ 応募に際しては募集要綱をよく確認の上お申し込みください。

幾世橋集合住宅募集要項・申込書

幾世橋集合住宅募集要項（詳しい資料）

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/26275_99424_misc.pdf

幾世橋集合住宅 申込書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/26275_99425_misc.pdf

幾世橋集合住宅 申込書 記入例

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/26275_99464_misc.pdf

次ページへ続きます
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分類 申し込みができる方の基本条件

幾世橋
集合住宅

世帯の収入が基準額（月額487,000円）を超えない世帯で、次のイまたはロのいずれ

かに該当する方

イ. 平成23年3月11日において浪江町に居住していた方

ロ. 浪江町に移住する方（入居決定後住民票を移していただく必要があります）

請戸住宅団地

平成23年3月11日において浪江町に居住していた方のうち、次のイから二のいずれか

に該当し、町への帰還に際し住宅に困窮していると認められる方（すでに浪江町に帰

還し浪江町内に住宅を確保している方は申し込みできません）

イ. 東日本大震災により居住していた住宅が全壊・全流失の世帯

ロ. 東日本大震災により居住していた住宅が半壊・大規模半壊で解体した、または解

体することが確実である世帯

ハ. 帰還困難区域に居住していた世帯

二. 町への帰還に際し、町内に居住する住宅がないと認められる世帯
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請戸住宅団地募集要項・申込書

請戸住宅団地募集要項（詳しい資料）

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/26275_99437_misc.pdf

請戸住宅団地 申込書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/26275_99438_misc.pdf

請戸住宅団地 申込書 記入例

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/26275_99439_misc.pdf

各住宅共通様式

り災及び解体にかかる照会同意書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/26275_99431_misc.pdf

ペット飼育要綱（案）参考

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/26275_99484_misc.pdf

町営住宅入居辞退届

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/26275_99433_misc.pdf

問い合わせ 住宅水道課 住宅係 0240-34-0232TEL
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町長メッセージ（11月1日）

11月2日HP更新

双葉町からのお知らせ

町民の皆さまへ －町の復興状況と今後の取り組み－

長期にわたる避難生活大変お疲れさまです。東日本大震災と東京電力福島第一原子力

発電所の事故から間もなく１０年が経とうとしていますが、町民の皆さまにおかれましては、今なお

厳しい避難生活により大変なご心労とご苦労をおかけしております。加えて今年は新型コロナウイ

ルスが猛威を振るい感染者の増加が未だに続いて収束が見通せない状況であり、日常生活

にも影響を及ぼしています。しかし、いかなる状況下にあっても復興への手を休めることなく、数々

の困難を乗り越え、復興を加速化しなければならないと考えております。

町では、今年度も町政懇談会を県内外１１カ所で実施して町の復興状況について町民の皆

さまと対面しながらご説明をし、ご意見やご要望等をお聴きするべく準備を進めてまいりましたが、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を第一に考慮して止む無く中止といたしました。

そのようなことから、町内の復興状況並びに今後の取り組み等についてこの場で説明をさせて

いただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

町内の復興状況については町公式ホームページや復興ポータルサイト、タブレット端末等で

随時お知らせしておりますが、今年、双葉町では復興に向けての大きな動きがありました。まず、３

月４日に避難指示解除準備区域とJR双葉駅周辺の一部区域の避難指示区域の解除、特

定復興再生拠点区域内の立入り規制緩和を行いました。さらに町内で双葉町役場コミュニテ

ィーセンター連絡所を開所し、業務をスタートさせました。３月７日には常磐自動車道常磐双葉イ

ンターチェンジの供用が開始され、３月１４日にはＪＲ常磐線の全線開通など復興に向けて大き

な一歩を踏み出しました。

・中野地区復興産業拠点について

「働く拠点」や「発信拠点」としての中野地区復興産業拠点の整備については、９月２０日に

「東日本大震災・原子力災害伝承館」が開業するとともに、１０月１日に双葉町産業交流セン

ター(Ｆ-ＢＩＣＣ)が開所しました。

１階のフードコートには双葉駅前にあった株式会社伊達屋の「ペンギン」が復活し、ハンバー

ガーやソフトクリームなどファストフードの懐かしい味を楽しむことができます。また浪江町の仮設

商店街「まち・なみ・まるしぇ」から移転、開業した立川商店の「せんだん亭」がなみえ焼そばを中

次ページへ続きます
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心に、段階的に本格ラーメン、全国のご当地グルメなどを提供します。土産物屋・物産販売ス

ペースには、株式会社マツバヤが「サンプラザふたば」として土産物などの物産や酒類などを、

準備ができ次第販売する予定です。また大会議室、中会議室、小会議室、休憩室が備えて

ありますので、町民の皆さまにはつどいの場として、積極的にご活用いただきたいと思います。

２階のレストランでは、東双不動産管理株式会社が運営するレストラン「エフ」が福島県産品

にこだわった日替わりの洋食、和食ランチをおすすめのメインメニューとし、デザートと飲み物を添

えて提供します。その他サイドメニューも用意してあります。

また、貸事務所には、２階から４階に地元企業を含め１０社の企業が入居しております。

双葉町産業交流センターは、「東日本大震災・原子力災害伝承館」、と現在整備中の「福

島県復興祈念公園」に隣接しており、町民の皆さまや貸事務所に入居された企業、中野地区

に進出する企業、伝承館への来訪者等さまざまな人々が行き交い、新たなイノベーションを創出

することを目指しており、産業交流センターを中心に双葉町に賑わいを生み出し、双葉町の未

来を創り上げていきたいと思っております。

町民の皆さまの一時帰宅の際や各種団体の会合等でもご利用いただけますのでぜひお立ち

寄りください。利用案内については広報ふたば１０月号でお知らせしておりますが、今後も町広報

紙や町公式ホームページ、タブレット端末及びパンフレット等を活用して周知を図ってまいります。

また併せて、地元雇用の創出につなげるため、復興産業拠点内に立地いただく企業の誘致

を進めておりますが、現在１７件、２２社との立地協定締結を行っており、さらに数社の企業との立

地協定締結に向けての協議を進めているところです。

・双葉駅からの交通手段について

ＪＲ常磐線の全線開通や双葉駅新駅舎の開業を機に、公共交通によって訪れやすい、移動

しやすいまちづくりを目指しています。そのため、３月１３日よりJR双葉駅東口に多くの皆さまで共有

してお使いいただく移動手段として、事前の会員登録と予約によって手頃な価格で自動車を借

りられるカーシェアリングサービスを開始しております。

また、９月２０日より共有で利用できる自転車サービス、シェアサイクルの利用も開始しております。

専用サイクルポートをＪＲ双葉駅東口と産業交流センター北面の２カ所に設置し、１００円のデポ

ジット方式により実質無料でお使いいただけます。

さらに、双葉駅東口から中野地区を結ぶ交通手段としてシャトルバスの運行を開始したところ

であります。

次ページへ続きます
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・駅西地区生活拠点について

双葉町の将来像を先取りし、地方創生のモデルを示す「帰還したくなるようなまちづくりの実現」

に向けて、令和４年春頃の居住開始を目指して双葉駅西側地区のうち４ｈａを対象に、帰還者

や就業者向け戸建て住宅３２戸、集合住宅５６戸を県が代行して整備し、標葉の谷戸に抱か

れたフロンティア（開拓者）と共に育む「なりわい集落」として町民の皆さまが帰還できる、また双

葉町に関心を持ち移住くださる方を集められる環境整備を進めてまいりたいと考えており、座談

会の開催などにより、町民の皆さまと共に検討を進めていく所存です。

・住民帰還に向けた取り組み

令和４年春頃の特定復興再生拠点区域全域の避難指示解除を目標に、帰還環境の整備

を進めているところですが、町民の皆さまの帰還・居住に向けて特定復興再生拠点区域全域

の避難指示が解除された場合に、円滑に生活を再開できるよう、自宅の本格清掃や修繕、農

地の管理、店舗や事業所等の事業再開に向けた準備作業を進めやすくするため、町民の皆さ

まの宿泊を可能とする「ふるさとへの帰還に向けた準備のための宿泊」を、条件が整い次第、令

和３年度のいずれかの時期で開始すべく検討を進めているところです。

また、国道２８８号の帰還困難区域の特別通過交通制度の適用については、特定復興再生

拠点区域へのアクセス道路を確保するとともに、工事用車両等の交通を円滑にし、復興・復旧

事業の迅速化を図るため地元や住民へのバリケードの種類やバリケード設置の意向を確認し、

関係機関との調整を進めているところです。適用時期については、関係機関との調整と準備

が整い次第実施してまいります。

・特定復興再生拠点区域内の除染・建物解体について

特定復興再生拠点区域の５５５ｈａ全域で地権者の同意が得られた箇所から順次解体及び

除染が進められておりますが、環境省からは、町が目標としている令和４年春頃の特定復興再

生拠点区域全域の避難指示解除に向けては、当該地区全域の除染が完了するよう作業を

進めていく方針が示されております。町としましては、特定復興再生拠点区域だけを復旧・復興

させるということではなく、まずは特定復興再生拠点区域から町の復興を集中的に進めた上で、

今後の工事の進捗を踏まえつつ、引き続き特定復興再生拠点区域の段階的な拡張を国に強

く要望するとともに、町内全域の帰還環境の確保・避難指示解除に向けた見通しや取り組み

方針を早急かつ具体的に示していただくよう要望しております。

・復興シンボル軸について

令和２年７月１７日に国道６号と県道広野小高線を結ぶ県道長塚請戸浪江線が供用開始

となりました。国道６号から西側の約８００ｍ区間については現在、暫定供用となっており、また、

次ページへ続きます
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被災自治体News
ＪＲ常磐線のこ線橋の下部工、側道等の工事を進めており、令和３年度からＪＲ常磐線こ線橋

の上部工に着手する予定となっております。この工区より西側の長塚字原田地内から上羽鳥字

大道地内までの約１．５ｋｍ区間については、現道拡幅及び一部線形改良を行うため、現在、

用地取得を行っており、今年度より工事に着手し、令和４年度の完成を目指しています。現在も

通行は可能となっていますが、完成の折には、常磐双葉インターチェンジから中野地区復興産

業拠点までを一本でつなぐ基幹道路となり、産業交流センターや東日本大震災・原子力災害

伝承館、復興祈念公園へのアクセスがさらに容易となります。

・農業再生の取り組みについて

特定復興再生拠点区域での農地除染が進捗しており、除染後、農地の保全管理により営

農環境を整え、円滑な営農再開へとつなげていくため、保全管理組合の体制づくりを進めており

ます。今年４月には上羽鳥地区、下羽鳥・長塚地区で保全管理組合が設立され、６月末から

農地の除草や耕起等の作業を開始しております。この他、中田地区、下長塚地区においても組

織化を行ったところであり、三字地区では保全管理組合の立ち上げに向けて話し合いを進めて

いるところです。

また、町民の皆さまが帰還後に野菜作りに取り組める環境整備の一環としての試験栽培が８

月末から始まりました。両竹地区に３カ所、下羽鳥・長塚地区に２カ所、上羽鳥地区に２カ所の

合計７カ所に実証用のほ場を設け、各地区の保全管理組合がそれぞれの実証ほ場に５品目

の野菜を作付けしました。１０月中旬頃から順次収穫そして検査が行われ、今回の結果を今後

の出荷制限解除や営農再開に向けた取り組みに活かしてまいります。

・県内で発生した除染廃棄物である除去土壌について

輸送開始から今年９月までに町内各保管場を含む中間貯蔵施設全体へ輸送された総量は

約８９２万立方メートルです。搬出元については、現在、浜通り、中通りの２５市町村で輸送が

行われており、すでに県内５９市町村のうち２６の町村の輸送が完了しております。環境省では県

内に仮置きされている除去土壌等の令和３年度末までの概ね搬入完了を目指しております。

・生活サポート補助金について

避難されている町民の皆さまの生活を支援するため平成２８年度から令和７年度まで１０年間

の「生活サポート補助金」事業を実施しております。９月末現在で平成３０年度の受給率は９４．

２４％、令和元(平成３１)年度は８４．１５％、令和２年度１３．７４％となっており、未申請者への

対策として、勧奨通知の送付、申請受付会の開催、個別訪問の実施、コールセンターからの

架電など、引き続き、受給漏れのないように対応策を講じてまいります。

次ページへ続きます
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被災自治体News
・高速道路無料措置と医療費の一部負担金等の免除

高速道路の無料化の措置については、令和３年３月３１日までの無料措置の延長となってお

ります。また、医療費の一部負担金等の免除やその他現在実施されている生活再建に係る支

援等につきましても、避難生活が続く限りこれらの支援措置が講じられるよう今後も国に強く要望

してまいります。

・教育関係について

町立学校では、今年度、双葉南小学校が１５人、北小学校が１５人、中学校が１２人の合

計４２人の児童・生徒、ふたば幼稚園が５人の園児で学校生活や園生活を送っております。

４月１３日から新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために臨時休校の措置を取りましたが、

オンライン授業を実施しながら継続的に学習・生活支援を行い、６月１日から全面的に教育活

動を再開しております。

今年３月４日に特定復興再生拠点区域内の立入り規制の緩和が実施され、町立学校施設

等の除染も終了したことから、８月２２日、２３日の２日間、町内の小、中学校、幼稚園に残され

た私物の取り出しを、震災当時の児童生徒、園児と保護者などを含め２０９人が立ち入りました。

今回の取り出しに参加できなかった希望者については今後取り出しを再度実施する予定です。

町内の学校施設等については、帰還人口の推移を見据えながら「魅力ある学校」を構築する

ため、学校施設を含め公共施設の復旧調査を実施し、調査の結果を踏まえながら学校施設

等の「学校等施設の在り方検討委員会」を立ち上げ、活用方法について丁寧に議論を重ね

利用可否について今年度中に方針を決定したいと考えております。

今月発行の広報ふたば１１月号には町民の皆さまのご意見、ご要望をお聴きするための記入

用紙を同封しておりますので、ご意見、ご要望等をご記入いただき期限内にご返送いただきます

ようお願いいたします。お寄せいただいたご意見、ご要望等については、まとまり次第、回答等を

町公式ホームページに掲載していく予定です。

双葉町長 伊澤 史朗
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被災自治体News

JR双葉駅と伝承館・産業交流センターを結ぶシャトルバスが

運行開始しました 10月28日HP更新

運行バスについて

最大25人乗りの小型バスで運行しています。

運行ルート

バス停は、双葉駅前(東口ロータリー)と伝承館・産業交流センター前(双葉町産業交流

センター南側駐車場内)にあります。

今後、状況に応じてバス停を増設していきます。

浜通り×さんじょうライフvol.47314
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被災自治体News
バス停位置

運行本数

バスは、伝承館・産業交流センター前から19本と双葉駅前から16本、合計35本走り

ます。JR常磐線の発着にスムーズに接続可能なダイヤです。

バスの運賃について

町内でのバスの運行開始を記念して、多くの皆様に利用いただけるよう、期間限定で、

無料で運行します。

関係機関の認可が得られ次第、皆様から運賃を頂戴しての運行に切り替わる予定です。

運行中バスの情報について

JR双葉駅旧駅舎と双葉町産業交流センター1階に、リアルタイムで

バスの現在地が分かるバスロケーションシステムを設置します。

バスの運行状況や走行位置が分かります。

その他の交通機関

カーシェアリングについて

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/7871.htm

シェアサイクルについて

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/9189.htm

※ なお、夜間帯における野生動物遭遇などの危険を避けるため、バスの運行開始を機に

シェアサイクルの利用時間を午前6時～午後6時に変更します。
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避難先住所等の届け出について

市町村名 世帯数 人数

小高区 16 42

原町区 4 5

南相馬市 計 20 47

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 29 69

三条市に避難している
世帯数と人数(2020.11.4現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

浜通り×さんじょうライフvol.47316

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市役所 福祉課

0256-34-5405TEL

交流ルームひばり通信

１１月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

５ ６ ７

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

午前10時
～午後３時

ひばり休み ひばり休み
午前10時
～午後1時

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日 午前10時～午後3時

水 午前10時～午後1時

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。


